
-●

基安安発第0612001号

平成19年6月12日

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

貴社が保守管理等を行ったエレベーターにおいてワイヤロープのス トランド切れが発生

したところですが､その原因として定期点検におけるワイヤロープの点検が不十分であっ

た可能性があることが指摘されているところです｡

つきましては､貴社が保守管理等を行うエレベーターのうち､労働安全衛生法の適用があ

るものに対して､ワイヤロープに係る緊急点検を実施 し､その結果を平成19年 8月 10

日 (金)までに当織あてに報告いただきますよう要請します｡



基安安発第 0612002号

平成 19年6月12日

都道府県労働局労働基準部安全主務諜長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

(契 印 省 略)

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年5月30日 (水)に大阪府内の高宮住宅のエレベータ1 =おいて､全3本の

メインローブのうち1本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになった

ところである｡

当軌工LJベ-タ-の保守点削 , _r (以下 .∵ ~~二･というo)が行

っていたことから｣~ 二 ｢ .こ対し､別添により緊急点検の実施について要請したとこ

ろであるので7知の上 喜 ≡ 喜 帽 守管理を行うエレベーター設置者から問い合わせ

があった場合等には適切に対応されたい｡
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基安安発第0612003号

平成 19年6月 12日

社団法人ボイラ -クレーン安全協会

会 長 唐 沢 正 義 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年 5月30日 (汰)に大阪府内の市営住宅のエレベーターにおいて､全3本の

メインロープのうち1本のロープにス トランド切れが発生していることが明らかになった

ところですo

当鞍エレベーター0,9 操は~ ~ 二(以下 [_一 三 Fというo)が行

っていたことから一二 = 二 に対し､別添のとおり緊急点検の実施について要請いたし

ましたD

つきましては､貴株関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお原凱＼いたします｡



It蔓琴

社団法人日本クレーン協会

会 長 北 山 宏 幸 殿

基安安発第0612003号

平成 19年6月12日

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年5月30日 (水)に大阪府内の市営住宅のエレベーターにおいてー全3本の

メインローブのうち1本のロープにス トランド切れが発生していることが明らかになった

ところです｡
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ましたD

つきましては､貴櫨関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な英施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡



基安安発第 0612003号

平成 79年6月12日

シマブンエンジニアリング株式会社

代表取締役 小 谷 正 明 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成19年5月30日 (水)に大阪府内の市営住宅のエレベーターにおいて､全3本の

メインロープのうち1本のロープにス トランド切れが発生していることが明らかになった

ところですD
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ました｡

つきましてはt貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベータ-の性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお麻いいたします｡
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基安安発第0612003号

平成 19年6月12日

セイブティエンジニアリング株式会社

代表取締役 田 口 興 一 郎 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

エレベーターに係る緊急点検について

平成 19年 5月30日 (水)に大阪府内の市営住宅のエレベーターにおいて､全3本の

メインロープのうち1本のロープにストランド切れが発生していることが明らかになった

ところです｡
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ました｡

つきましては､貴機関においてこれを御了知いただくとともに､エレベーターの性能検

査の適正な実施を一層徹底いただきますようお願いいたします｡


